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第１章 ビジョンの策定にあたって

１ 策定の趣旨

文化芸術は、創造性や豊かな人間性を育むとともに、日々の生活に彩りや豊かさをもたらしてくれます。また、社

会的、経済的な価値を生み出す側面もあり、地域の魅力を高める原動力となる必要不可欠なものです。

本市では、平成28年度（2016年度）に「八王子市文化芸術ビジョン」を策定し、文化芸術がより身近になるよう取

組の方向性を明示しました。また、平成29年度（2017年度）には、八王子市における文化芸術振興の基本的な事項を

定め、市民や市の役割を規定した「八王子市文化芸術振興条例」を制定し、これらに沿って取組を進めてまいりまし

た。

一方、「八王子市文化芸術ビジョン」策定以降、平成29年（2017年）に「文化芸術振興基本法」が「文化芸術基本

法」に改正され、文化芸術施策と観光、まちづくり、産業その他の分野との連携を明確化したほか、生活文化として

食文化を新たに振興の対象としました。また、令和2年（2020年）の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、

文化芸術イベントの中止や活動が制限されたほか、地域の祭礼等の行事が中止となることで伝統文化の継承に支障が

生じるなど、文化芸術分野においても多大なる影響を受けました。このほか、デジタル技術の進展に伴い、新たな表

現方法や鑑賞方法が生まれるなど、文化芸術を取り巻く環境に様々な変化が起きています。

本市においては、令和2年（2020年）に八王子の歴史と伝統文化を紡ぐストーリー「霊気満山 高尾山」が日本遺産

に認定されたほか、令和7年（2025年）7月に市民の文化芸術の活動拠点である「芸術文化会館（いちょうホール）」

が大規模改修工事を終えてリニューアルオープンしました。さらに、令和8年（2026年）10月に八王子駅南口の集い

の拠点「桑都の杜」に「歴史・郷土ミュージアム」がオープンする予定など、八王子市ならではの新たな文化的資源

が生まれています。

こうした社会情勢や環境の変化、これまでの八王子市文化芸術ビジョンの取組成果を踏まえ、本市における文化芸

術政策の将来像や取組を示す新たな計画として、「第２期八王子市文化芸術ビジョン」を策定するものです。
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第１章 ビジョンの策定にあたって

２ ビジョンの位置づけ

このビジョンは、「八王子市文化芸術振興条例」が目指す八王子市の豊富な文化芸術資源を活かした賑わいの創出など、 ま

ちの魅力を高める文化芸術の振興を図るため、その方向性を明らかにするものです。また、国や東京都の計画や、本市の最上位

計画である「八王子未来デザイン2040」（基本施策「未来につながる文化の継承と創造」）をはじめとした、関連計画との整合

性を図りながら推進します。
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第１章 ビジョンの策定にあたって

３ ビジョンの期間

令和８年度（2026年度）～令和15年度（2033年度）までの８年間とします。

計画期間中に本市の最上位計画の「八王子未来デザイン２０４０」に変更があった際にはその内容を踏まえ、必要に応じて本

計画の中間改定や期間の見直しを検討します。
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SDGs（持続可能な開発目標）とは、平成27年9月の国連サミットで採択された国際目標で、17のゴールと169のターゲットから

構成され、「誰一人取り残さない」ことを原則としています。

文化芸術においても障害の有無や国籍、経済的な状況などに関わらず、誰もが身近で文化芸術に触れることができる環境づく

りが必要です。

SDGsとの関係



第１章 ビジョンの策定にあたって

４ ビジョンの対象となる文化芸術振興の範囲

このビジョンでは、文化芸術基本法第８条から14条に例示された芸術・芸能・生活など市民の暮らしの中にある文化芸術活動

の全てを対象とします。このほか、８年間の計画期間の社会情勢の変化に応じてその他の領域についても対象とします。
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内容条項

芸術（文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術）の振興第8条

メディア芸術（映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機
器等を利用した芸術）の振興

第9条

伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の古来の伝統的な芸能）の
継承及び発展

第10条

芸能（講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能）の振興第11条

生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化）の振興並び
に国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽）及び出版物、レコード等の普
及

第12条

有形及び無形の文化財等の保存及び活用第13条

地域における文化芸術の振興等第14条



第２章 これまでの取組の成果

１ 指標の達成状況
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定期的に文化芸術に触れている市民の割合（半年に1回以上）

市政世論調査より

八王子市の前総合計画「八王子ビジョン2022」では、「定期的に文化芸術に触れている市民の割合」を令和４年度（2022年

度）までに60％とする目標としていましたが、達成できませんでした。新型コロナウイルスの影響もありましたが、市民向けア

ンケートを実施したところ、文化芸術イベントに参加するうえで「イベントの開催場所（近所で行われるかなど）」を重視する

傾向があることもわかりました。このことから、第２期八王子市文化芸術ビジョンでは文化施設だけでなく、広場や公園など身

近な場所で気軽に文化芸術に触れることができるよう取り組んでまいります。

２ 「八王子市文化芸術ビジョン」方向性ごとの取組実績
前計画の「八王子市文化芸術ビジョン」では、「ささえる」、「そだてる」、「つたえる」、「こたえる」、「とどける」の

５つの方向性に沿って様々な取組を展開してきました。これまでの取組実績は次のとおりです。
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令和6年度（2024年度）までの取組実績具体的な取組施策の方向性基本方針

・演劇ネットワークぱちぱちでは、演劇に興味がある人に演劇をでき
る場を提供しています。
・伝統文化ふれあい事業では、子どもなどを対象に伝統文化に触れら
れる環境を提供しています。
・芸術文化会館（いちょうホール）では、初心者も参加しやすい「初心
者のための茶道教室」、「初心者のための生け花教室」を開講していま
す。

(1) 入門講座やワークショップの実施

1 新たに創作活動を行う「きっか
け」の提供

創る・演じるを
ささえる

八王子ユースオーケストラでは、小学生から25歳まで幅広い年齢の
人たちがオーケストラ活動に参加できる機会を提供しています。

(2) 新たに活動を行いたい人と文化団体・サークル
等とのマッチングや情報提供

八王子市民文化祭では市民による文化芸術活動の発表の場と鑑賞機
会を提供しています。
【令和6年度（2024年度）第74回八王子市民文化祭】
参加者数:2,193名 来場者数:10,300名

(1) 市民や文化団体が市と連携して行う文化イベン
トの実施

2 創作活動の成果を「披露する機
会」の提供

障害者文化展を実施し、障害者のアート作品を展示する機会を設け
ています。
【令和6年度（2024年度） 第38回障害者文化展開催】
場所：学園都市センター 出展数：62作品

(2) 高齢者や障害者が出演・出展する文化イベント
の実施

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団のホームページ内でアー
ティストバンクのページを掲載しています。また、登録されているアー
ティストに学校へのアウトリーチ事業などに参加いただいています。

(3) アーティストバンクの活用とネットワークの強化
の実施

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団等の指定管理者により、
各施設の管理運営を行っています。

(1) 芸術文化会館（いちょうホール）、J:COMホール
八王子（市民会館）、南大沢文化会館の管理・運営

3 創作活動を行い披露する「場」
の提供 芸術文化会館（いちょうホール）や南大沢文化会館のロビーでのコン

サートや、芸術文化会館（いちょうホール）の改修工事期間中は商業
施設の催事スペースでコンサートを実施し、市民が文化施設を訪れる
きっかけづくりを行いました。

(2) 教育施設などの文化芸術活動の場としての活
用

第２章 これまでの取組の成果

（１） ささえる
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令和6年度（2024年度）までの取組実績具体的な取組施策の方向性基本方針

南大沢ダンスワークショップでは、小中学生を対象に、東京工科
大学のダンスサークルの学生、OBを講師として、月4回程度、通
年のスクールを開講しています。

(1) 子どもたちや親子で参加しやすいコンサートや教室
の実施

1 子どもたちが多彩な文化芸術に
「触れる」機会の提供

未来に向けて
そだてる

アウトリーチ事業では、アーティストによる演奏や演劇のワーク
ショップを学校に出向いて行っています。

(2) 芸術家やオーケストラによる学校でのワークショッ
プ・コンサートの実施

八王子市民文化祭の中学生絵画展において、市内中学校の生徒
の作品を展示する機会を設けています。

(1) 子どもたちや学生が出品・演奏する展覧会・コン
サートの実施

2 子どもたちが創作活動を「披露
する」機会の提供

夢美術館の観覧料や学園都市センターの会議室等の利用料につ
いて、学生割引を実施しています。

(2) 子どもたちや学生が気軽に文化施設を利用できる
仕組みづくり

伝統文化ふれあい事業では、子どもたちや市民が伝統文化に親
しむことができる機会を創出するとともに、練習の成果を発表す
る機会を設けています。

(1) 八王子車人形など伝統文化の公演や体験講座の実
施

3 歴史や伝統文化を次世代に「保
存・継承する」取組の実施

八王子市制100周年を記念し、新八王子市史を編さんしました。(2) 「新八王子市史」の編さん

平成30年（2018年）2月に「国指定史跡八王子城跡保存整備基
本構想・基本計画」を策定し、八王子城跡の整備を進めています。

(3) 国史跡八王子城跡の整備

（２） そだてる

第２章 これまでの取組の成果
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令和6年度（2024年度）までの取組実績具体的な取組施策の方向性基本方針

八王子市のホームページやSNSを用いて、情報発信を行ってい
るほか、（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団のホーム
ページ等でも発信を行っています。

(1) ホームページやSNS上による情報発信

1 効果的な「情報の発信」

良さ・楽しさを
つたえる

（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団では、文化芸術事業
に関する情報紙「ラ♪ラ♪ラ」や「ラ♪ラ♪ラMAGAZINE」を発
行しています。

(2) 文化芸術に関する情報紙の作成

八王子まつりにおける、台湾 高雄市のパフォーマンス団によるパ
フォーマンスの披露や、海外友好交流都市写真展など、海外の文
化芸術を届ける事業を行っています。

(1) 国内外の都市間の文化芸術交流の実施

2 八王子の文化芸術活動の「国内
外への発信」

桑都日本遺産センター 八王子博物館では、日本遺産認定ストー
リー「霊気満山 高尾山 ～人々の祈りが紡ぐ桑都物語～」の魅力
を発信するとともに、桑都・八王子の歴史文化を紹介する企画展
示を行っています。

(2) 郷土資料館や夢美術館の研究成果の提供

子ども体験塾「トイ♪トイ オーケストラ！」では、シアター オーケ
ストラ トーキョーで音楽監督を務めるなど、幅広く活躍している
指揮者の井田勝大氏と連携して、子ども向けの体験型のオーケス
トライベントを実施しています。

(1) 一流のプロデューサーとの連携による事業の実
施

3 より魅力ある「事業の実施」
帝京大学では、「桑都・八王子の持続可能な観光」に向けて、日本
遺産ストーリーと地域の伝統産業の原点をなす「桑都・織物」への
若年層への関心喚起を目的に、産学官連携による親子体験ツー
ルの開発と食体験の取組を行うとともに、「体験型観光」のモニ
ター体験として親子参加型のイベントを開催しました。
拓殖大学では「八王子城跡の魅力を高めるデザインプロジェクト」
の一環として、「高尾山のケーブルカーのランチクロス」を作成し
ました。

(2) 大学などとの連携による新たな価値を持った事
業の実施

（３） つたえる

第２章 これまでの取組の成果
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令和6年度（2024年度）までの取組実績具体的な取組施策の方向性基本方針

J:COMホール八王子（市民会館）では、年間を通じて様々なアー
ティストによる公演が行われています。

(1) 著名なアーティスト・オーケストラによるコンサー
トや舞踏、演劇などの実施

1 舞台芸術や美術品の「鑑賞事
業」の実施

観たい・聴きたいに
こたえる

夢美術館では年間で4回ほど特別展を実施しています。(2) 夢美術館での展覧会の実施

桑都日本遺産センター 八王子博物館では、定期的に企画展を実施
しています。

(1) 郷土資料館での特別展・企画展の実施

2 郷土資料を「公開する」事業の
実施

桑都日本遺産センター 八王子博物館では、むかしあそびの体験や
ワークショップなどを定期的に実施しています。

(2) 郷土資料館での体験学習の実施

・（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団等の指定管理者により、
文化施設の管理・運営を行っています。
・より快適に利用できる施設とするために、芸術文化会館（いちょう
ホール）の大規模改修工事を実施し、令和7年（2025年）7月にリ
ニューアルオープンしました。

(1) 芸術文化会館（いちょうホール）、J:COMホール
八王子（市民会館）、南大沢文化会館・夢美術館・郷土
資料館の管理・運営

3 鑑賞・見学できる「場」の提供

歴史・郷土ミュージアムが、令和8年（2026年）に八王子駅南口の集
いの拠点「桑都の杜」にオープンする予定です。

(2) 郷土資料などを気軽に見学することのできる、
新たな郷土資料館の整備

（４） こたえる

第２章 これまでの取組の成果
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令和6年度（2024年度）までの取組実績具体的な取組施策の方向性基本方針

八王子芸術祭では、市街地の文化施設ではなく、地域に出向いて文
化芸術事業を展開しています。令和7年度（2025年度）は、中野・
大和田・小宮・石川地域を舞台に美術作品の展示などを実施します。

(1) まちなかでの音楽やアート作品に触れることのでき
るイベント

1 「まちなか」での文化イベントや
展示の実施

まちに、身近に
とどける

多摩伝統文化フェスティバル（伝承のたまてばこ）では、八王子の中
心市街地で、八王子や多摩地域に伝わる伝統文化や芸能に触れる
機会を提供しています。

(2) まちなかでのアーティストの演奏・演技

彫刻アドバイザーを設置し、彫刻のまちづくり事業を安定的に運営
できるよう助言を受けながら、維持管理を行っています。

(3) 市内各所に設置されている彫刻の維持管理

八王子芸術祭では、公共施設ではなく商業施設を舞台にイベントを
実施したほか、カフェなどでも芸術作品の展示を行いました。

(1) 飲食店などの商店と連携した音楽やアートイベント
の実施

2 「店舗や福祉施設」などでの文
化イベントの実施

八王子市心身障害者福祉センターでは、江戸千家による茶道教室
や書道教室、絵画教室などを実施しています。

(2) 福祉施設などへのアウトリーチ（訪問演奏）の実施

（５） とどける

第２章 これまでの取組の成果
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１ 国・都の動向

(１) 文化芸術基本法の改正及び文化芸術推進基本計画の策定

平成29年（2017年）に「文化芸術振興基本法」が「文化芸術基本法」（以下「法」という。）に改正されました。この法律で

は、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野と文化芸術施策を連携させていくことで、より総合的

に施策を推進していくこととしており、また、生活文化として食文化が新たに振興の対象とされました。

また、「法」に基づき、平成30年（2018年）に文化芸術推進基本計画（第１期）、令和５年（2023年）には同計画（第２期）

が策定されました。

(２) 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の制定及び計画の策定

平成30年（2018年）に、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が制定されました。この法律は、文化芸術基本法

及び障害者基本法の基本理念に基づき、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することによ

り、障害者の個性と能力が発揮され、社会参加が促進されることを目的にしています。翌年には同法を推進するための計画であ

る「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」が策定され、令和５年（2023年）３月には同計画の第２期が策定

されました。同法及び同計画の特徴のひとつに、障害者の参画機会の拡大に加え、障害者が制作した作品を適正に評価し、権利

保護を行い、流通させていくという障害者の文化芸術の市場化促進の方向性が組み込まれています。

13

(３) 文化財保護法の改正

令和３年（2021年）に文化財保護法が改正されました。この改正により、文化財の保存だけではなく、活用を進めるための自

治体の計画作りが可能となりました。また、文化財保護制度の整備を図るため、「無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制

度」を新設し、幅広く文化財の保存・活用を図るとともに、地方公共団体による文化財の登録制度及び文部科学大臣への文化財

の登録の提案等について定めています。
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(５) 博物館法の改正

令和５年（2023年）に「博物館法の一部を改正する法律」が施行されました。この改正により、博物館の事業に博物館資料の

デジタルアーカイブ化や、他の博物館等や地域の多様な主体との連携・協力による文化観光やまちづくりなど、地域の活力の向

上に取り組むことが努力義務化されました。

14

(６) 東京文化戦略2030の策定

東京都では、令和４年（2022年）３月に「東京文化戦略2030～芸術文化で躍動する都市東京を目指して～」を策定しました。

この計画では新型コロナウイルス感染症の影響や、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の文化プログラム（Tokyo 

Tokyo FESTIVAL）とそこから生まれたレガシーを踏まえて、2040年代における東京のあるべき姿を描き、その実現に向けて文化

行政の方向性や重点的に取り組む施策を示しています。

(４) 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律

文化の振興を観光の振興や地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文化の振興に再投資される好循環を創出することを

目的に、令和２年（2020年）５月に「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」（「文化観光

推進法」）が施行されました。文化資源の観覧や体験活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光を「文化

観光」と位置づけ、その推進拠点となる施設を中核とした地域一体となった文化観光推進事業の計画について認定及び支援をす

ることとしています。
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２ 市の動向

(１) 都内で唯一の日本遺産に認定

八王子の歴史と伝統文化を紡ぐストーリー「霊気満山 高尾山 ～人々の祈り

が紡ぐ桑都物語～」は、令和２年（2020年）に全国で88番目に認定を受けた都

内唯一の日本遺産です。かつて養蚕や織物を基盤として発展し、日本で唯一

「桑都」と称された八王子の人々と、霊山・高尾山とのつながりの歴史が描か

れており、その物語は過去から現在、そして未来へと紡がれていくというもの

です。ストーリーを通じて首都・東京にある日本遺産のまち・八王子の魅力を

発信することで、市民の郷土愛を醸成するとともに、関係人口の増加により地

域の活性化を目指します。

(２) 芸術文化会館（いちょうホール）リニューアルオープン

令和７年（2025年）７月に芸術文化会館がリニューアルオープンしました。

大ホールは、音響設備を最適化し、快適な音が楽しめるようになったほか、座

席布地を張り替え、甲州街道から見る四季の移り変わりをイメージした配色・

配置にしました。また、誰でも安心して利用できるよう館内のバリアフリー化

や、学園都市の強みを活かして、学生のデザイン案を基に多摩産材を使用した

ベンチを作製、設置するなど、より親しみやすい施設に生まれ変わりました。

15

画像が入ります。

画像が入ります。
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(３) 道の駅八王子滝山が食文化ミュージアムに認定

令和７年（2025年）３月に「道の駅八王子滝山」が文化庁により「食文化

ミュージアム」に認定されました。食文化ミュージアムとは、食文化への学び

や体験の提供に取り組む博物館、道の駅等に関する情報を、ウェブ上の仮想

ミュージアムで一体的に発信する取組です。八王子の農作物や食文化の魅力を

発信します。

(４) 歴史・郷土ミュージアムオープン

令和８年（2026年）10月に、八王子駅南口の集いの拠点「桑都の杜」に歴

史・郷土ミュージアムがオープンします。八王子の歴史や文化について紹介す

る常設展示のほか、ものづくりを体験できる体験展示室、ヒノキづくりの木造

舞台のある活動展示室が設置されます。文化財の展示や伝統芸能を鑑賞できる

だけでなく、市民による文化芸術活動の場としても利用いただけます。

画像が入ります。

画像が入ります。
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３ 社会情勢の変化

(１) 新型コロナウイルス感染症の影響

令和２年（2020年）１月頃から、新型コロナウイルス感染症が広まったことにより、行動や対面でのコミュニケーションが制

限され、文化芸術関連のイベントも中止・延期・規模の縮小・実施方法の変更を余儀なくされるなど、全国的に大きな影響を受

けました。

一方、こうした環境の変化により、各文化芸術の分野においてもデジタル技術の活用が加速しており、新たな表現方法が生み

出され、また多様な鑑賞方法や文化芸術への参加方法が定着しつつあります。

(２) デジタル化の進展

デジタル技術の進展に加え、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、文化芸術の分野におけるデジタル技術の活用が進んで

います。プロジェクションマッピングや没入体験型の美術館、演劇など、新たな表現や鑑賞方法が生まれています。また、若者

や子どもたちは、幼少期からスマートフォンやタブレットを用いて音楽や映像を楽しんだり、自らの作品を発信するなど、日常

的に文化芸術活動にデジタル技術を活用しています。

17
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(３) 少子高齢化の進行

日本の人口における65歳以上の割合は令和７年（2025年）３月時点で29.3％となっています。八王子市では同時点で28.0％で

あり、令和22年（2040年）には34.3％まで増加すると見込まれています。一方、出生者数は年々減少しており少子高齢化は進行

しています。

文化芸術の面においても演者や創作者など活動に携わる人の減少が懸念され、歴史や伝統文化の継承が困難になることや、文

化芸術活動自体が縮小していくこと、また、文化芸術を鑑賞する人の減少も想定されます。

10.9

9.8

62.0

55.9

27.1

34.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020年

2040年

年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

579,355 545,610

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2020年 2040年 「八王子未来デザイン2040」より

(人)／単位
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４ 八王子市の現状

令和６年度（2024年度）に実施した市政世論調査の結果を見ると、八王子の魅力を家族・友人・知人におすすめしたい人を示

す推奨意欲スコアは48.7ポイントでした。また、「八王子の魅力だと感じているもの」については、文化芸術の１つである《祭

り・イベント》は41.1％、《伝統・歴史》は29.4％と全体の中でも高い割合を占めていましたが、《文化・芸術》そのものと回

答した人は9.4％にとどまりました。

19

（１）八王子の魅力

「令和６年度（2024年度）市政世論調査」より
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令和７年度（2025年度）に実施した文化芸術に関する市民アンケートの結果を見ると、この１年間で何らかの文化芸術を鑑賞

した人の割合は80.1％となっています。「鑑賞したものはない」と回答した理由を見ると、「時間がないから」が39.8％、「興

味を引く内容の催し物がないから」が34.5％と高い数値を占めました。

20

（２）市民の文化芸術の鑑賞状況について

令和7年度（2025年度）市民アンケートより

この１年間で、ホールや劇場、美術館、博物館、映画館、演芸場、アトリエなどに出
かけて鑑賞したものはありますか。
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１ 第２期八王子市文化芸術ビジョンの全体像

詳細はP.23へ 詳細はP.25へ 詳細はP.27へ 詳細はP.29へ 詳細はP.31へ

文化芸術が身近にあり、豊かで潤いのある生活を実現するまち 八王子

豊かな心を育む
市民文化の発展

基本理念

目指す姿
市民が誇れる歴史
と伝統文化の継承

文化芸術を通じた
多様な交流の推進

文化芸術がもっと身近になるための５つのこと

ささえる そだてる つたえる こたえる ひろげる

1 誰もが文化芸術活動の成果を
発表できる機会の充実

2 市や関係機関、企業などと
連携した多様な文化芸術
活動の推進

1 子どもたちが多彩な文化
芸術に触れる機会の提供

2 文化芸術活動に気軽に参加
できるきっかけづくり

3 歴史や伝統文化を次世代に
保存・継承する取組の推進

4 文化芸術活動を支える
支援者の発掘・育成

1 文化施設の適切な管理・整備

2 身近な場所で文化芸術を楽し
める取組の充実

3 八王子の独自の文化的資源を
活用した取組の推進

1 文化芸術を活かしたまちづく
りに資する取組の充実

2 文化芸術を通じた様々な交流
によるまちの魅力の向上

3 アーティストなどによる文化
芸術やデザインを切り口とし
た地域の課題解決につながる
取組の推進

文化芸術活動を 未来に向けて 良さ・楽しさを 観たい・聴きたいに 文化芸術がもたらす価値を

1 文化芸術に対する理解を深め
関心を高める情報発信の展開

2 八王子独自の文化的魅力を
発信する取組の推進

3 デジタル技術を用いた多様な
表現方法の活用



2033年の目指す姿方向性№

市民や企業、行政などの多様な主体が連携して

文化芸術活動が行われていますささえる1

次世代の文化芸術の

担い手が育っていますそだてる2

文化芸術への

関心が高まっていますつたえる3

質が高く多彩な文化芸術に

触れていますこたえる4

文化芸術を活用し

まちが賑わっていますひろげる5

第４章 文化芸術がもっと身近になるための５つのこと
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２ ５つの方向性について

将来像方向性№

創作活動を

「行っています」ささえる1

次世代の文化芸術の

「担い手となっています」そだてる2

文化芸術に

「興味をもっています」つたえる3

質の高い文化芸術を

「観・聴きしています」こたえる4

身近な場所で文化芸術に

「触れています」とどける5

【旧】文化芸術そのものの振興 【新】幅広い分野との連携や文化芸術と経済の好循環などを加味した内容

八王子市文化芸術ビジョンでは５つの方向性を設定しており、それぞれの取組を通じて目指す姿の実現を図ります。第２期八

王子市文化芸術ビジョンは、これまでの取組の成果や国、都の動向、社会情勢の変化などを踏まえて、方向性のうち「とどけ

る」を整理するとともに新たに「ひろげる」を設定します。

「八王子市文化芸術ビジョンの５つの方向性」 「第２期八王子市文化芸術ビジョンの５つの方向性」

統合

新規



年齢や国籍、障害の有無に関わらず、それぞれの個性を活かして関心のある文化芸術活動を継続して行うためには、気軽に身

近なところで参加しやすい発表の機会があることが必要です。また、市民や企業、行政など、様々な主体が連携して文化芸術活

動を推進していく取組も必要です。誰もが文化芸術活動に意欲を持てるよう、様々な「ささえる」取組を展開します。

第４章 文化芸術がもっと身近になるための５つのこと

方向性１ 文化芸術活動を「ささえる」
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（１）現状と課題

ア 誰もが文化芸術活動に取り組むことができて、その成果を発表できる環境づくりが必要です

文化芸術活動団体向けアンケートにおいて、活動をする上で求めるものとして、約7割が「発表できる機会の充実」と回答し

ています。また、市民向けアンケートや美術系大学の学生向けアンケートにおいても、自由意見の中で、創作活動への意欲や発

表の機会を求める意見が多くみられ、発表機会の充実を望む傾向があると考えられます。

イ 多様な主体が連携した取組が求められています

文化芸術基本法では、文化芸術が生み出す多様な価値を、継承・発展・創造へとつなげていくために、観光や福祉、まちづく

り、教育、産業などの関連分野との有機的な連携が図られるよう求めています。文化芸術活動を効果的に「ささえる」ためには、

市民や企業、行政など様々な主体が、連携しあって取り組んでいくことが必要です。
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方向性１ 文化芸術活動を「ささえる」
（２）2033年の目指す姿と主な施策と指標
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市
民
や
企
業
、
行
政
な
ど
の
多
様
な
主
体
が
連
携
し
て

文
化
芸
術
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

施策の方向性 主な施策 取組例

1-1
誰もが文化芸術活動の成果を
発表できる機会の充実

1-2 市や関係機関、企業などと連携
した多様な文化芸術活動の推進

年齢、性別、国籍、障害の有無などに関わらず、
文化芸術活動の成果を披露できる機会を提供
します

身近な場所で気軽に発表ができる機会を提
供します

発表の機会を必要としているアーティストや学
生と市や企業等をマッチングすることで活動の
成果を披露する機会の拡大につなげます

市や市民、企業など多様な主体が文化芸術
活動を行う取組を支援します

地域や関係機関と連携して文化施設のみなら
ず、身近な場所で文化芸術活動を展開します

市民や文化芸術活動団体による文化芸術活動
の成果を披露する機会の提供

1-ｱ

障害者による作品展の開催1-ｲ

小・中学生による作品展の開催1-ｳ

文化施設や市議会などでのロビーコンサートの
開催

1-ｴ

アーティストバンクを活用した文化芸術事業の
実施1-ｵ

学生によるアイデアやデザインの市の事業等へ
の活用1-ｶ

文化芸術イベント等を支援するサポーターの拡
充1-ｷ

事業者が展示場所を提供するなど連携した取
組の拡大1-ｸ

地域を舞台とした文化芸術活動の展開1-ｹ

古民家や空き店舗などを活用した発表の場の
提供1-ｺ目標値現状指標

令和15年度(2033年度)

1,400人
令和6年度(2024年度)実績

716人
八王子芸術祭の市民サポーターなど
文化芸術活動を支えている人の人数

1-(1)

1-(2)

1-(3)

1-(4)

1-(5)

<新規>

2033年の
目指す姿



第４章 文化芸術がもっと身近になるための５つのこと

方向性２ 未来に向けて「そだてる」

ア 子どもをはじめ、すべての世代に文化芸術に興味を持ってもらう取組が必要です

子ども向けアンケートでは、文化芸術の鑑賞率は７割を超えている一方で、「文化芸術を鑑賞しなかった」約３割は、その理

由として「興味がない」としています。市民向けアンケートの自由記述においても、子ども向けのイベントをもっと設けてほし

いという回答が多く見られました。子どもが文化芸術に触れる機会を持つことや興味を持ってもらうための取組は、将来の担い

手育成の観点から重要です。また、子どもに限らず高齢者を含めた幅広い年代への取組も必要となっています。

25

（１）現状と課題

子どもたちの創造性や社会性などを育むために、文化芸術活動に参加する機会の充実や、興味をもつきっかけになる取組が必

要です。また、人生100年時代を迎え、子どもたちに限らず誰もが文化芸術活動に参加しやすい仕組みづくりが必要です。加え

て、文化芸術活動を支援する存在も大切です。文化芸術活動をする人、支援する人のどちらも「担い手」と捉え「そだてる」こ

とがこれからの文化芸術の発展に欠かせない取組です。

イ 文化芸術活動を支える人たちへの支援も必要です

文化芸術活動を継続していくためには、文化芸術を「創る」側を育てる取組とともに、支える側も育てていく必要があります。

企業による経済的な支援のほか、市民ボランティアによる活動支援、アーティストによるノウハウの継承の取組など、様々な手

法や切り口で文化芸術活動を支える取組の充実が必要です。



第４章 文化芸術がもっと身近になるための５つのこと

方向性２ 未来に向けて「そだてる」
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（２）2033年の目指す姿と主な施策と指標

次
世
代
の
文
化
芸
術
の
担
い
手
が
育
っ
て
い
ま
す

施策の方向性 主な施策 取組例

2-1
子どもたちが多彩な文化芸術に
触れる機会の提供

2-2 文化芸術活動に気軽に参加でき
るきっかけづくり

部活動の地域展開や保育園等での子どもの探
求心を育むプログラムを通じた文化芸術に触
れる機会の提供

2-ｱ

楽器の演奏や演劇等のアウトリーチ事業を通じ
た文化芸術に触れる機会の提供2-ｲ

大人から子どもまで伝統文化に触れられる体
験プログラムなどの拡充2-ｳ

文化芸術活動を行う団体と連携したプログラ
ムの実施2-ｴ

市や関係機関によるホームページ、SNSでの
発信の強化

2-ｵ

伝統文化の継承につなげる体験講座の開催2-ｶ

歴史・郷土ミュージアムの開館2-ｷ

日本遺産を活用した伝統文化に触れられるイベ
ントの開催2-ｸ

郷土資料のデジタルアーカイブ化や祭礼の記録
映像の撮影による伝統文化の保存・活用

2-ｹ

文化芸術イベント等を裏方として支えるサポー
ターの魅力や取組内容の発信2-ｺ

目標値現状指標

令和15年度(2033年度)

75%

令和6年度（2024年度）実績

50.9%
（1年に1回以上文化芸術活動に参加もしく

は鑑賞していると回答した人の割合）

文化芸術活動に参加もしくは鑑賞する
機会がある人の割合

幅広いジャンルの文化芸術に子どもの頃から
触れられる機会をつくります2-(1)

質の高い文化芸術に、学校や文化施設などで
触れる機会をつくります

2-(2)

文化芸術活動を気軽に体験できるワーク
ショップなどの機会を提供します2-(3)

文化芸術活動を行うことができる場所や環境
についての情報発信を行います2-(4)

歴史や伝統文化の保存・継承に向けた支援を
行うとともに、未来を見据えて後継者を育成
します

2-(5)

2033年の
目指す姿

2-3
歴史や伝統文化を次世代に保
存・継承する取組の推進

2-4 文化芸術活動を支える支援者の
発掘・育成

<新規>

より多くの人が歴史や伝統文化に触れる機会
を提供します2-(6)

歴史や伝統文化を次世代に残していくために、
保存し、活用する取組を行います2-(7)

文化芸術イベント等を通じたサポーターの募
集・育成を行います2-(8)



（１）現状と課題

第４章 文化芸術がもっと身近になるための５つのこと

方向性３ 良さ・楽しさを「つたえる」

ア 文化芸術への関心を効果的に高めるため情報発信の方法を工夫する必要があります
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市民向けアンケートにおいて、文化芸術活動や鑑賞をしなかった理由として、「イベントなどの情報が得られなかった」と回

答した人が一定数いることや、自由記述で「イベントが終わってからイベントがあったことを知ることが多い」などの意見があ

ることから、情報発信をより効果的に行う必要があります。情報の入手方法は、年代により違いが見られ、全体では「広報はち

おうじ」が多いものの、若年層では「SNS」を活用する人が多くみられます。情報の入手方法は多様化しており、発信の方法や

タイミングを工夫することが必要です。

文化芸術振興の範囲は、生活文化として食文化が振興の対象となるなど、より身近で多様な分野にまで広がりました。これま

で文化芸術に触れる機会が少なかった方や、触れていること自体を意識していなかった方々にも、その楽しさや魅力を実感、意

識してもらえるよう、発信方法を工夫して文化芸術の魅力を「つたえる」取組を進めます。

イ 文化芸術のイメージを広げるとともにデジタル技術を活用した取組が必要です

文化芸術基本法が改正され、 「文化芸術」の範囲が広がった一方、その認識がまだ十分に浸透していない状況が見受けられ、

このことが市民が文化芸術を身近に感じられていない要因の一つになっていることが推察されます。また、デジタル技術の発展

により、オンラインコンテンツが充実するなど、文化芸術の楽しみ方は広がり、より身近になっている状況を踏まえ、情報発信

をより工夫して行うことが必要です。



第４章 文化芸術がもっと身近になるための５つのこと

方向性３ 良さ・楽しさを「つたえる」
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（２）2033年の目指す姿と主な施策と指標

文
化
芸
術
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す

施策の方向性 主な施策 取組例

3-1
文化芸術に対する理解を深め関
心を高める情報発信の展開

3-2 八王子独自の文化的魅力を発信
する取組の推進

従来のチラシ、広報誌のほかSNSなど幅広い発
信の強化

3-ｱ

市や関係機関の情報誌やホームページなどでの
多岐にわたる文化芸術活動の発信

3-ｲ

歴史・郷土ミュージアムを通じた八王子の魅力の
発信

3-ｳ

日本遺産を活用したツアーを通じた八王子の魅
力の発信

3-ｴ

食文化ミュージアムを活用した八王子の食文化
の発信に向けた取組の検討3-ｵ

企業との連携を通じた八王子の食文化の魅力発
信の強化

3-ｶ

文化施設での公演等をオンラインで配信する機
能の活用

3-ｷ

アプリ等による日本遺産の解説など、気軽に文
化芸術の魅力を知ってもらう仕組みの検討3-ｸ

目標値現状指標

令和15年度(2033年度)
市政世論調査

25%

令和6年度(2024年度)
市政世論調査

9.4％

文化芸術が八王子の魅力だと感じてい
る人の割合

年代や属性を考慮して、文化芸術事業がターゲッ
トとする層に届くような情報発信を行います

3-(1)

多岐にわたる文化芸術の範囲について情報
を発信し、文化芸術の認識を広げていきます

3-(2)

日本遺産をはじめとした八王子の文化的資源
を活用して、八王子の魅力を発信します3-(3)

八王子の食文化の魅力を発信します3-(4)

<新規>

2033年の
目指す姿

3-3 デジタル技術を用いた多様な表
現方法の活用

<新規>

デジタル技術を活用し、文化芸術を気軽に楽
しめる機会を提供します3-(5)

図書館での電子書籍やミュージックライブラ
リーなど非来館型サービスの充実3-ｹ



第４章 文化芸術がもっと身近になるための５つのこと

方向性４ 観たい・聴きたいに「こたえる」

ア 身近な場所で文化芸術を鑑賞できる機会が求められています

市民向けアンケートでは、約76％の人が文化芸術イベントに参加するうえで「イベントの開催場所（近所で行われるかな

ど）」を重視すると回答し、自由記述でも「住まいの近くでイベントが行われていない」といった意見がみられました。このこ

とから、文化施設だけでなく、広場や公園など、身近な場所で気軽に文化芸術を鑑賞、参加、体験できる機会を創出することが

必要です。
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（１）現状と課題

年齢、障害の有無、文化の違い、経済的状況などに関わらず、文化芸術を身近に感じられるようにするためには、文化施設は

もとより、身近な場所で気軽に鑑賞、参加、体験できる機会があることが必要です。八王子には日本遺産をはじめとした多様な

文化・伝統があり、また、令和８年（2026年）には八王子駅南口集いの拠点「桑都の杜」に歴史・郷土ミュージアムがオープン

するなど、文化的な資源が豊富にあります。こうした八王子ならではの文化的資源を活かして、特色ある様々な鑑賞機会を提供

します。

イ 文化施設の適切な管理整備が必要です

市民向けアンケートにおいて、八王子の文化芸術の望ましい姿を聞いたところ「文化施設の充実」との回答が2番目に多く見

られました。芸術文化会館（いちょうホール）は大規模改修工事を終えましたが、今後、南大沢文化会館やJ:COMホール八王子

（市民会館）など、計画的な改修が必要です。

ウ 八王子ならではの文化的資源を活かす取組が必要です

日本遺産の認定や歴史・郷土ミュージアムの開館、「道の駅八王子滝山」が食文化ミュージアムに認定されるなど、本市は

様々な文化的資源を有しています。市民向けアンケートでは、この１年間で鑑賞したものについて約27％の人が「歴史的な建物

や遺跡」と回答しており、「八王子の伝統的な芸能や祭り」や「伝統芸能・芸能」などの回答も多く見られることから、歴史的

な文化資源への関心の高さがうかがえ、これらを活用して観光や賑いづくりにつなげることが必要です。



第４章 文化芸術がもっと身近になるための５つのこと

方向性４ 観たい・聴きたいに「こたえる」

30

（２）2033年の目指す姿と主な施策と指標

質
が
高
く
多
彩
な
文
化
芸
術
に
触
れ
て
い
ま
す

施策の方向性 主な施策 取組例

4-1 文化施設の適切な管理・整備

4-2 身近な場所で文化芸術を楽しめ
る取組の充実

文化施設に関して専門的なノウハウを有する指
定管理者による管理・運営

4-ｱ

文化施設の適切な改修工事の実施4-ｲ

身近な地域に出向いて様々な文化芸術事業を
展開4-ｳ

アプリを活用し、日本遺産などの文化資源を解
説する取組の強化4-ｶ

伝統文化に関するワークショップなどの体験機
会の充実

4-ｷ

歴史・郷土ミュージアムにおける体験・鑑賞機会
の創出4-ｸ

学校や保育園、幼稚園等での給食において八
王子の食文化に触れられる機会の拡充4-ｹ

目標値現状指標

令和15年度(2033年度)

200万人

令和6年度(2024年度)実績

1,205,751人
文化芸術イベント及び文化芸術関連施
設への来場者数

質の高い公演や展示が鑑賞でき、また創作活
動や練習などができるよう、文化施設の適切な
管理・運営を行います

4-(1)

誰でも安心して利用できるよう、文化施設の
改修等を進めます

4-(2)

文化施設に限らず身近な地域で多様な文化芸
術に触れられる機会を提供します4-(3)

初めての人でも文化芸術を気軽に楽しめる
機会を創出します4-(4)

八王子の伝統文化に触れられる機会を提供し
ます4-(5)

2033年の
目指す姿

4-3 八王子の独自の文化的資源を活
用した取組の推進

<新規>

八王子の食文化に触れられる機会を提供しま
す4-(6)

公園などで読書を楽しめる環境や機会の提供4-ｴ

市内各所に設置している彫刻の維持管理を通
じた彫刻のまちづくり事業の実施

4-ｵ



第４章 文化芸術がもっと身近になるための５つのこと

方向性５ 文化芸術がもたらす価値を「ひろげる」

（１）現状と課題

ア 文化芸術を活かしたまちづくりに資する取組が求められています

市民向けアンケートでは、文化芸術の鑑賞後の動向として、「飲食店や周辺施設へ立ち寄る」といった回答が多く見られ、文

化芸術事業は一定の経済効果をもたらすことがわかりました。また、美術系大学の学生向けアンケートでは学んだことを「お店

などと協力した商品づくり」に活かしたいという回答が半数を占めました。魅力ある文化芸術事業の展開や、学生や大学等と地

域の企業や商店街との連携を通じて、まちづくりにつながる取組を推進することが必要です。
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国の文化芸術推進基本計画（第２期）では、文化芸術を「創造的な社会・経済活動の源泉」と位置付け、観光やまちづくり、

福祉、産業等との連携を通じて創出される新たな価値や経済波及効果が文化芸術のさらなる発展に影響を及ぼす好循環を形成す

ることを目指しています。八王子市においても、文化芸術活動に携わる団体や個人と大学等、企業等との多様な連携を通じた活

動の活性化により、地域の魅力向上とともに、活性化や課題解決へつなげることが期待されます。

イ 文化芸術活動を通じた様々な交流によるまちの魅力向上が求められています

文化芸術活動団体及び美術系大学の学生向けアンケートにおいて、「他団体と連携したい」、「他の大学との交流機会がある

とよい」という回答が多く見られました。市内では、文化芸術に関連する様々なイベントや取組が行われていますが、イベント

間での連携やアーティスト間での交流により、まちの魅力がさらに高まることが期待できます。

ウ 地域の課題の解決につながる様々な連携が求められています

多様化する地域の課題に対して、文化芸術やデザインを切り口としたアプローチを通じて、解決への道筋や新たな価値を生み

出す取組が、様々な地域で行われています。八王子市においても、（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団や大学等、学生

などの専門人材を活用して、文化芸術と他分野にわたる連携を促進する体制や仕組みづくりが求められます。



第４章 文化芸術がもっと身近になるための５つのこと

方向性５ 文化芸術がもたらす価値を「ひろげる」
（２）2033年の目指す姿と主な施策と指標
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文
化
芸
術
を
活
用
し
、
ま
ち
が
賑
わ
っ
て
い
ま
す

施策の方向性 主な施策 取組例

5-1
文化芸術を活かしたまちづくり
に資する取組の充実

5-2 文化芸術を通じた様々な交流に
よるまちの魅力の向上

大学との連携プロジェクトの拡充・強化5-ｱ

日本博2.0を活用した日本遺産の体験型事業
などの展開

5-ｲ

ナイトミュージアムや夜間の図書館探検などの
事業の実施5-ｳ

江戸三千両事業等、多様な主体が連携した文
化芸術イベントの拡充5-ｴ

イベントなどを通じた多様な主体の交流機会の
拡充

5-ｵ

市内美術系大学等の交流機会の創出5-ｶ

文化芸術や地域に精通した専門人材による地
域のリサーチを踏まえた文化芸術イベント等の
展開

5-ｷ

学生が地域や市などと連携した地域の課題解
決に向けた取組の推進5-ｸ

目標値現状指標

令和15年度(2033年度)

58ポイント
令和6年度(2024年度)

48.7ポイント
自分のまちの魅力を、家族・友人・ 知人
におすすめしたいと思う市民の程度

文化芸術を通じた、大学等と連携したまちづ
くりに向けた取組を行います5-(1)

関係機関や文化芸術団体、企業などとの連携
により、文化芸術を通じたまちの賑いづくり
につなげます

5-(2)

文化芸術を活用し、夜間のまちの賑い創出に
つなげます5-(3)

文化芸術活動団体やアーティスト、企業等が
連携してイベントを行うなど、まちの魅力を
高める取組を行います

5-(4)

アーティストのジャンルを超えた交流や多様
な主体の交流機会を創出します5-(5)

2033年の
目指す姿

5-3
アーティストなどによる文化芸術
やデザインを切り口とした地域の
課題解決につながる取組の推進

<新規>

市民や企業、行政などの多様な主体がジャン
ルや社会領域を超えて連携することで、観光、
まちづくり、教育、福祉など様々な分野におけ
る地域課題の解決につなげます

5-(6)

<新規>

<新規>

文化芸術を活用し、新たな価値を創出できる
人材の育成5-(7)

文化芸術の活用方法についての理解を深める
ための研修の実施5-ｹ



第５章 ビジョンの推進にあたって

１ ビジョンの推進体制

八王子市は、文化芸術活動を行う市民の自主性を十分に尊重し、文化芸術の振興を図ります。

また、市、（公財）八王子市学園都市文化ふれあい財団、大学等や企業などの多様な主体及び市民と一体となって推進していきます。
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基 本 理 念

文化芸術が身近にあり、豊かで潤いのある生活を実現するまち 八王子

市 民

関係機関

・八王子商工会議所
・(公社) 八王子観光コンベンション協会
・大学等 ・小、中学校、高校
・幼稚園 ・保育園
・企業 ・商店会

など

・地域住民 ・町会・自治会
・住民協議会 ・文化芸術活動団体
・シニアクラブ・市民活動団体
・小中学生、大学生 など

八王子市

観光 教育 福祉

産業
まち
づくり

国際
交流

子育て
生涯
学習 など

豊かな心を育む
市民文化の発展

市民が誇れる歴史
と伝統文化の継承

文化芸術を通じた
多様な交流の推進

（公財）八王子市学園都市
文化ふれあい財団

・芸術文化振興課
・芸術文化会館
・南大沢文化会館
・夢美術館
・学園都市振興課
(学園都市センター、
大学コンソーシアム八王子等)

・コミュニティ振興課
(市民センター等)



第５章 ビジョンの推進にあたって

２ ビジョンの進捗状況の検証

本ビジョンを実効性のあるものとするために、Ｐ（ＰＬＡＮ：計画）、Ｄ（ＤＯ：実行）、Ｃ（ＣＨＥＣＫ：評価）、Ａ（Ａ

ＣＴＩＯＮ：改善）のマネジメントサイクルに基づき、進行管理とともに点検・評価を行っていきます。点検・評価は今回のビ

ジョンより定めた５つの方向性ごとの指標をもとに行い、各方向性における取組について、柔軟に見直し・改善を行います。進

捗状況は、学識経験者や市民等、外部の意見も伺いつつ、検証します。
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ＰＬＡＮ

（計画）

ＤＯ

（実行）

ＣＨＥＣＫ

（評価）

ＡＣＴＩＯＮ

（改善）

基本理念、目指す姿の実現に向けて
施策を立案します。

施策を実施します。アンケート等を実施し、目標値と実績の
差異を検証します。

検証した結果や社会情勢の変化
などを踏まえて取組を見直します。


